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雑

報

法
政
學
會
綿
會
評
議
員
倉
其
他

昭
和
十
三
年

五
月
七
日
第

九
回
纏
會
及
び
評
議
員
會
開
催

(
一
)
評
議
塩
會
に
て
、
役
員
左

の
如
く
決
定

一
、
評
議

員
會
幹
事

舟

橋

教

授

二
、
會

計
委
員

今

中

教

授

三
、
雑
誌
主
任

野

津

教

授

同
副
主
任

金

田

助

教

授

四
、
研
究
會
主
任

大

澤

教

授

五
、
幹

事
補
助
掛

宋

助

手

山ハ
、
帽靭
輯
掛

柳

助

{干

石

田

助

手

七
、
研
究

會
掛

飛

石

助

手

船

越

助

手

(
二
)
昭
和

十
二
年
度
會

計
報
告
承
認

昭
和
十
三
年

二
月
二
十
日
正
午
戸
矢
雅
彌

君
磨
召

に
付
き
邊
別
會
開
催

昭
和
十
三
年

五
月
七
日
正
午
新
任
助
手
副
手
激
迎
會
開
催

昭
和
十
三
年

五
月
十

一
日
法
政
學
會
紹
介
懇
親
會
を
午
前
十

一
時
於
三
畏

閣
開
催
、
學
生
多
数
参
集

法

政

學

會

研

究

會

第

二
十
四
回
例
會

昭
和
十
三
年

六
月
十
五
日

(
水
)
自
午
後
○
時
於
大

會
議
室出

席
者

阿
武
、
今
中
、
宇
賀
田
、
河
村
、
菊
池
、
西
山
、
野
津
、

潮
橋

、
武
藤
、
金
田
、
林

田
、
田
賛

飛
石
、
船
柊

相

題

目

.
一
、
鑛
業
法
関
係

雑
話

平

田

慶
吉

氏

私

法

研

究

會

第
十
四
回
例
會

昭
和

十
三
年
五
月
四

日

(
水
)
自
午
後

一
時
於
私
法

研
究
室

出
席
者

野
津

、
阿
武
、
菊
池

、舟
橋
、
金
田
、
田
村
、
石
田
、
宋
、

大
橋
、
飛
石

題

目
一
、
民
法
と
民
事
訴
訟
法

阿

武

京

二

郎

一
、
迷
信
犯
に
就

い
て

飛

石

初

次

第
十
五
回
例
會

昭
和
十
三
年
五
月
十

八
日

(
水
)
自
午
後

一
時
於
私
法
研
究
室

一
二

七



出
席
者

阿
武
、
菊
池
、
舟
橋
、
金
田
、
石
田
、
宋
、
大
橋
、
飛
石

題
目
及
び
要
旨

一
、
相
続

と
登
記

舟

橋

諄

一

相
続

に
よ
る
物
権
憂
動

も
登
記
を
要

す
る
か
の
問
題

に
つ
い
て
は
、
ま

つ
登
記
を
要
す
る
事
項
と

い
ふ
に
次

の
二
義
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に

せ
ね

ば
な
ら

殿
。
す
な
は

ち
、
そ

の

一
は
、

い
か
な
る
事
項
を
登

記
せ
し
む
る

の
が
公
示
制
度

の
理
想
乃
至
政
策

の
問
題
と
し
て
望
ま
し

い
か
と

い
ふ
手

績
法
的
問
題
に
対
す

る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
二
は
、

い
か
な
る
事
項
は
登

記
を
な
す

に
あ
ら
ざ
れ
ば
第
三
者

に
対
抗

で
き
ぬ
か
と

い
ふ
対
抗

力
有
無

の
問
題

に
対
す

る
も

の
で
あ
る
。
例

へ
ば
死
亡
に
よ
る
家
督
粕
績
に

つ
き
、

前

の
問
題
と
し
て
は
登
記
を
要
す

る
も
、
後

の
問
題
と
し
て
は
不
要

と

い

ふ

こ
と

に

な
ら

う

。
ー

か
く

て
、

こ

の
立
場

よ
り
、

死
亡
相
続

た

る
家

督
相
続

な
ら
び
に
遺
産
相
続

、
お
よ
び
生
前
相
続

な
ど
各
別
に
説
明
を
試

む
。
詳
紐
は
舟
橋

『
不
動
産
登
記
法
』
新
法
學
全
集

三
三
頁
以
下
殊

に
三

九
頁

以
下
参
照
。

一
、
川
島
武
宜

『
請
求
権

競
合
論
に
關
す
る

一
考
察
』

(
法
協

五

二
巻

一
、

二
、
三
號
し
紹
介

宋

恵

普

第

十
六
回
例
會

昭
和

十
三
年

六
月
二
十
九
日
(
水
)
自
午
後

一
時
於
私
法
研
究

室

出
席
者

菊
池
、
舟
橋
、
金
田
、
大
橋
、
飛
石

題
目
及
び
要
旨

二

一
八

一
、
親
族
扶

養
法
沿
革

金

田

平

」

郎

の

我
國
、
親
族
扶
養
を
、
法
律

を
以

て
規
律

せ
る
は
、
銑
に
早
く
、

律
令
時
代
に
初
ま
り
、
而
し
て
現
行
法
上
亦
そ

の
規
定

の
存
す
る
こ
と
云

ふ
迄

も
な

い
。こ

ゝ
に

、
そ

の
沿
革
概
要
を
述
べ

て
見
よ
う

。
但
し
、
從

來
の
諸
研
究

の

ド

約

を

出
つ

る

と

こ
ろ

少

な

い
。

◎

上
代
律
令
法
上
規
定
あ
リ
、
養
老
戸
令
鰹
寡

孤
猫

の
條
前
段
に
、

鰍
寡
孤
濁
貧
窮
老
疾

に
し
て
自
存
し
得
ざ
る
者
は
、
近
親
之
を
吹
養
す
べ

し
と
あ
る
も

の
是
で
あ
る

(
同
上
年

八
十

の
條
参
看
)
。

日

中

に
於

て
も
、
家
督
は
庶
子
を

す

る
義
務

あ
り
と
せ
ら
れ

た
が
、
し
か
し
そ
れ
は
法
律

上
の
権
利
義
務
関
係

で
は
な
か

つ
た
、
家
督

の
扶
持
は
そ

の
恩
恵
的
任
意
的
行
爲

で
あ

つ

た

の

で
あ
る

(
中
田
博

士

「
法
制
更
論
集

」
第

一
巻

二
六
四
頁
以
下
)
。

要
す
る
に
、
中
世
に
は
、
親
族
扶
養

の
法
は
存
在
.し
な
か

つ
た

の
で
あ

る
o倒

近

世
に
な
る
と
、
親
族
扶
養
関
係

が
、
法
律

上
の
権
利
義
務
関
係

と
し

て
現
は
れ
て
來
る
。

し
か
し
、
尚
ほ

少
く
と
も
江
戸
方

の
原
則
と
し

て
は
、
當

主

は

厄

介

(
家
族

と
し
て
の
傍
系
親
)
を
扶
助
せ
ね
ば
な
ら
な
か

つ
た
が
、
そ
れ
な

権
利
義
務
関
係

で
は
な
く
、
厄
介
は
當
主
を
扶
養
義
務
者
と
し

て
訴
出
で

る
こ
と
は
出
來
な

い
、
即
ち
そ
れ
は
尚
ほ

倫

理
的
恩
義
関
係

で
あ
つ
た
(
中

田
博
士
前
掲
五
九
五
頁
、
同
博

士

「
槍
訂
徳

川
時
代

の
文
學

に
見
え
た
る



私
法
」

二

一
二
頁
)
の
で
あ
り
、
法
律
制
規
を
侯
た
な
か
つ
た

の
で
あ

る
つ

之

に
対
し

て
、
少
く
と
も
大
坂
地
方

に
於

て
は

(
大
津
地
方

同
様

で
あ

つ
た

こ
と
、
後
出
石
井

氏
文
に
依

つ
て
判
明
)
、
親
族

(
家
族
以
外

の
親

族

そ
の
他
を
含
め
て
)扶

養
請
求

の
訴
(
合
力
出
入
)
を
、
少
く
と

も
徳
川
中

期
以
降
認

め
て
居
る
の
で
あ
る

r
金
田

「
判
例
近
世
大
坂
私
法

一
斑
」
ー

「
中

田
先
生
還
暦
祀
賀
法
制

史
論
集
」
所
牧
!

二
八
頁
以
下
、
此
合
力
な

る
用
語
例
は
、
既

に
中
世
に
見

ら
る

工
如
し
、
「
今

川
か
な
目
録
追
加
」

の

第

三
條
、
巾
田
博

士

「
法
制

史
論
集
」
第

一
巻

二
六
五
頁
以
下
参
照
)
。

荷

ほ
此
合
力
制
度

に
就

い
て
は
、
そ

の
後
石
井
博

士
が
、
合
力

に
關
す

る
法
例
に
就

い
て
、
更
に
詳

細
な
る
考
説
を
蛮
表

し

(
國
家
學
會
雑
誌
五

二
巻

四
號
所
載

「
古
法
制
雑
考
」

の
合
力
の
條
)
、
合
力
義
務
者

(
範
囲
、

順
位
)
、
合
力
権
利
者
、
合
力

の
内

容

(
扶
持
方
合
力
、
引
取

の
二
種
)
、

及
び
訴

訟
手
續

等
が
明

瞭
に
な

つ
た

の
で
あ
る

(
法
制
史
研
究
室
藏

の

「
上
方
筋
公
事
方
規
矩

」
巾
に
も
、
同
檬
の
合
力
規
定
見
ゆ
る
が
、
そ
の

に
は
、

「
法
曹
後
鑑
」
と
同
じ
く
、
石
井
氏
文
中
に
見
え
な

い
相
変

が
扶

中
養

親
族

の
中
に
入

つ
て
居
る
)
。

要

す
る
に
、
徳
川
中
葉

以
降
上
方

地
方

に
は
、
親
族
扶
養
即
ち
合
力

に

關
し

て
、
可
成
リ
詳
細
に
し
て
整
頓
せ
る
法
制

が
行
は
れ
た
の
で
あ
る
。

的

明
治
以
降
は
如
何
。

「
全
國
民
事
慣
例
類
集

」

(
明
治
文
化

全
集
本
)
二
五
九
頁
に
、
各
地

方
概

ね
親
族
互
に
義
務
を
負
ふ
と
あ
る
は
、
そ
の
内
容
明
ら
か
で
な

い
が
、

只
美
濃
地
方

の
親
族

『
相
救

フ
ノ
義
務

ア
ル
者

ト
ス
』
乏
杖
扶
養
関
係

か
。

し
か
し
そ
れ
が
法
律
上

の
も
の
か
否
か
は
知
ら
な

い
。

扱
て
、
明
治
初
年
扶

養
開
係
を
内
容
と
せ
る
法
例
は
、
八
年

十

一
月
三
十

日
山
形
縣
伺
に
対
す

る
九
年

一
月
九
日
の
内
務
省
指
令

(
「
法
例
彙
纂

」1

民
法
、
明
治
九
年
ー

一四
七
頁
以
下
、扶
助
、
救
助

の
語
を
用
ふ
)
を
以
て
、
そ

の

初

め
と
す

る
も

の
」
如
し

(
角
田
幸
吉
氏
「
親
族
法
論
考

」
一
九
頁

以
下
参

照
)
。
而
し
て
此
法
例
は
、扶

養
親
族
範
囲

、扶

養
内
容
等

に
就
き
、常
時
、
不

整
備
乍
ら
、
或
種

の
制
度
が
行
は
れ
た
こ
と
を
知
ら
し
め
る
の
で

あ
る
。

大

木
司
法
卿

の
下

に
、
九
年
六
月
民
法
起
草

に
着
手
、
十

一
年

四
月
迄

に
そ

の
草
案

の
成
了
を
見
る
に
至
れ
り
と
云
ふ

(
清

浦
奎

吾
氏

「
明
治
法

制
史
」
五
八
四
頁
、
富
井
博

士
「
民
法
原
論
」
第

一
巻

六
四
頁
以
下
、「
法
窓
夜

・
話
」
)
が
、
而
し

て
十
年

九
月
民
法
編
纂
委
員
牟
田
口
通
照

、
箕
作
麟
祥

両

氏
が
、大
木
司
法
卿
に
呈
出

せ
る

「
民
法
草
案
」
(
そ
の
序
文
に
『
今

マ
数
部

ヲ
活
刷

シ
以
テ
謄
篇

二
代

へ
』

る
と
あ
る
、
帝
國
大
學
新
聞
昭
和
十
三
年

十
月
三
十

一
日
號
所
載

「
明
治
十

一
年

民
法
草
案

の
発
見

」
参
照
)
は
、

そ
の
時

の
草
案

で
あ
ら
う
が
、

そ
の
中
に
親
族
扶

養

の
規
定
を
見
出
す

の

で
あ
る
。
即
ち

そ
の
人
事
編
第
五
巻
第
五
章
婚
姻

ヨ
リ
生

ス
ル
義
務

の
中

の

一
七
八
條
乃
至

一
八
四
條
、
及
び
第
六
章
夫
婦

ノ
権
利
義
務

の
中

の

一.

八
五
條
等
が
そ
れ
で
あ

る
。
而
し
て
そ
れ
は
、
佛
民
法

の
そ
れ

(
二
〇

三

條
以
下
)
を
縫
受
模
倣
せ
る
も
の
で
あ

る
こ
と
明
瞭
で
あ
る
。

十
三
年
四
月
民
法
編
纂
局
設
置
、
新
た
に
法
典
編
纂
に
着
手
、
十
九
年

法
律
取
調
委
員
右
に
代

つ
て
編
纂

の
業
進
捗
、

二
十

二
、
三
年

の
交
成
文

公
布
せ
ら
れ
た

(
富
井

氏
前
掲

六
五
頁
以
下
)

が
、
そ

の
人
事

編

(
二
十

一
二

九



三
年

十
児
公
布
)
中

に
叉
、

親

族

扶

養

へ
『
養
料

ヲ
給

ス
ル
』
)

の
規
定

(
二
六
條
乃
至
二
九
條
及
び
例

に
二
四
四
條
等
)

が
設
け
ら
れ
た
。

此
法
典
は
所
謂
舊
民

法
で
あ
る
が
、

此
正
文
決
定
前

の
草
案

に
も
扶

養

の
規
定
が
見
え
る
。
即
ち

「
民
法
草
案
人
事
編
理
由
書
」

(
此
書

に
見
え

る
人
事
編
総
数

五

一
〇
條
な
る

こ
と
、
本
書
に

『
明
治
廿

二
年

六
月
廿
八

圓
受
』
な
る
朱
書
が
存
す
る

こ
と
、

又
舊
民

法
草
案
は
委
員
よ
り
内
閣
に

提

出
し
、
内
閣
は
更
に
之
を
元
老
院

の
審
議
に
附
し

二
十

二
年

七
月
そ

の

幾
決
を
経
た
1

富
井
氏
前
掲
六
六
頁
以
下

ー

こ
と
、
叉
人
事
編
草
案

は
初

め
大
約
六
百
條

な
り
し
を
五
百
絵
條
と
な
し
、
元
老
院
、
櫃
密
院
を

纒
過
す

る
胤

に

二
百
絵
條
削
除
せ
ら
れ
た
1

磯
部
四
郎

氏

「
民
法
繹
義
」

人
事
篇

四
頁
i

こ
と
等
を
照
合
す

る
時
、
本
書

に
見
え
る
草
案
は

、
元
老

院

に
於
け
る
審
議

以
前

の
も

の
で
あ

る
こ
と
が
剣
明
す
る
)

に
依

つ
て
知

ら
わ
る
、
そ
の
第

三
章
親
贋

第

二
節
養
料

ノ
義
務

の
二
七
條

乃
至
三

七
條

が
そ
わ
で
あ
る

(
此
草
案
理
由
書

に
は
、
そ
の
親
族
扶
養
規
定
が
、
佛
、

伊
、
白
各
國
法

を
藍
本
と
せ
る
旨

の
記
載
が
あ
る
)

。
今
こ
ゝ
に

、
薔

民

法
親
族
扶
養

法
は
、
審
議
最

後
の
段
階

に
於
て
、
草
案

の
十

一
條
を
四
條

に
省
略
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
知

る
の
で
あ
る
。

扱

て
、
舊
民

法
中
人
事
編
は
、

そ
の
他

の
身
分
法
的
部
分
と
共
に
、
民

俗
慣
習
を
参
酌
す
る
必
要

上
、
特
に
日
本
人
を
し
て
起
草

せ
し

め
た

(
富

井
氏
前
掲
』
ハ
六
頁
、
柿
崎
欣
吾
、
山
田
正
賢

両
氏

の

「
日
本
民
法
註
糧
」

序
言
、
磯
部
氏
前
掲
五
頁

以
下
等
)

の
で
あ
る
が
、
形
式
編
別
は
兎
も
角

そ
の
内
容
は
主
と
し
て
佛

(
叉
伊
、
白
等
)
民
法
に
そ
の
範
を
取
れ

る
も

、

の
と
見
ら
れ
る

(
磯
部
氏
前
掲
五
頁

以
下
参
看
)

。
而
し

て
そ

の
扶
養
法

も
亦
、
そ
の
例
外
を
な
す

も
の
で
は
な

い

(
舊
民
法
親
族
扶
養
規
定

の
註

解
は
、

磯
部

氏
前

掲

一
〇

六
頁

以
下
、

熊
野
敏

三
、

岸

本
辰
雄
雨
氏

のげ

「
民
法
正
義
」
人
事
編
巻

之
壷

上

一
二
二
頁

以
下
等

々
参

照
)
。

此
舊
民

法

に
就

い
て
は
、
實
施
噺
行

延
期

の
論
が
闘
は
さ
れ
た
課
で
あ

る
が
、
そ
の
際

の
舊
民
法
は
倫
常

を
襲
凱

せ
り
或
は
壊
飢
す

る
と

こ
ろ
な

し
と
の
論
議

に
於
て
、
具
體
的

論
題
数
個

の
中

の

一
つ
が
實
に
此
親
族
扶

養

の
規
定
で
あ

つ
た
の
で
あ
る

(
各
論
者

の
印
行

せ
る
各
種

パ
ン
フ
レ
ツ

ト
等
参
照
)
。
而
し
て
二
十
五
年

六
月
延
期
法
案

が
議
會
を
通
過
し
、

此

親
族
扶
養
規
定
當
然
施
行
延
期
と
な
る
の
で
あ
る
。

二
十
六
年

二
月
十
五
日
法
典
調
査
會
設
置
、
現
行
民
法
起
草
着
手
後
は

今
省
略
す

る
が
、
現
行
民
法
扶
養

の
規
定

に
も
、
立
案

に
當
り
、
戸
令
を

も
参

照
し
た
と
稻
す

る
こ
と

(
「
法
典
調
査
會
議

事
速
記
録
」
、
「
民
法
修

正
案

理
由
書
」
)
、
そ
の
草
案

か
ら
現
行
法
成
文

へ
の
過
程
に
就

い
て
は
、

噌
淵
俊

一
氏

「
現
行

民
法
親
族

編
相
続

編

の
成
立
及
び
解
釈

と
改

正
の
要

綱
」
(
法
政
研
究

七
巻

一
號

二
九
五
頁
以
下
)
に

詳
し
き

こ
と
、

今
日

の

改

正
要
綱
に
て
は
、
扶

養

の
規
定
を
も
簡
略
に
せ
ん
と
す
る
方
針

で
あ
る

が

(
増
淵
…氏
前
掲
等
)
、
二
十
九
年
・九
月
に
成
れ

る
富
井
博

士
の

「
民
法
総

論
」
中
に
も
、
親
族
法
規
簡

略
に
す
べ
し

の
意
見
を
見
出
す

こ
と
が
出
來

る
(
五
二
頁
)
と
云
ふ
こ
と
な
ど
、
参
考

の
鴬

め
に
紹
介
し
て
置
き
度

い
。

伺
ほ
、
以
上
明
治
以
降
に
關
す
る
所
説
に
引
用
せ
る
諸
書
は
全
部
、
民

法
研
究
室
蒐
集
架
藏
に
か

」
る
も

の
で
あ
る
こ
と
、
法
律
時
報
六
巻
五
號
、

二
二
〇



「
家
族
制
度
全
集

一
史
論
篇
四
等
又
参
考

の
書
た

る
こ
と
、
以
上
各
所
に

引
合
に
出
す
欧
州
諸
國
法

の
こ
と
は
、
原
典

に
就

い
て
調
査
し
確

か
め
た

上
で

の
こ
と

で
は
な
く
、
日
本

に
於
け
る
當
時

の
記
事

に
從

つ
た
丈
で
あ

る

こ
と
の
三
事
を
附
説
す

る

(
金
田
昭
和

十
三
年
九
月
補

訂
、
十

一
児
重

訂
)
。

第

十
七
回
例
會

昭
和
十

三
年

九
月
二
十

八
日

(
水
)
自
午
後

吋
時
於
私
法
研
究

室

出
席
者

菊
池
、
舟
橋
、
大
橋
、
宋
、
飛
石

題

目
一
、
訴
権

理
論

の
概
説
大
橋
福
三

新

入

會

員

住

所

録

東
京
市
淀
橋
区
上
落

合

ニ
ノ
七
〇
〇

昭
和
十

一
年
卒
業
樋
口

恭
彦

朝

鮮
鎭
南
浦
府
碑
石
里
五
五

昭
和
十
年
卒
業

高
井

博

繭

岡
市
外
名
島
高
又
木
村
方

昭
和
九
年
卒
業

山
崎

清

東
京
市
麹
町
区
丸

ノ
内
日
本
興
業

銀
行

内昭
和
十
年

卒
業

岡
庭

博

大
阪
市
東
匠
備

後
町

三
ノ
八
綿
業
會
館

昭
和
十

二
年
卒
業

竹
村

清

満
洲
國
鞍
山
市
南

十
四
條

=
ニ
ノ

一

昭
和
十

二
年

卒
業

緒
方

三
郎

福
岡

縣
京
都
郡
豊
津
村

昭
和
八
年
卒
業

本
多

了
謹

福
岡

市
今
泉
町
五
丁
圓
四
七

間
部

佐
武
郎

二
一二


